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○東京都北区公契約条例施行規則 

令和四年六月二一日規則第五六号 

東京都北区公契約条例施行規則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、東京都北区公契約条例（令和四年六月東京都北区条例第二十一号。以下「条

例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

（特定公契約の適用を受けないもの） 

第三条 条例第二条第三号の規則で定める者は、国、地方公共団体その他特に区長が認める者とす

る。 

（時間以外の期間によって定められている場合等の賃金等の換算方法） 

第四条 条例第七条第三項後段の賃金等が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によって

定められているときにおける当該賃金等の換算方法については、最低賃金法施行規則（昭和三十

四年労働省令第十六号）第二条の規定を準用する。 

（特定労働者等の労働条件等に関する事項の報告） 

第五条 条例第九条の規定による報告は、区長が指定する日までに労働条件等報告書（別記第一号

様式）を区長に提出することにより行うものとする。 

２ 特定受注者は、前項の規定により報告した事項に変更があったときは、速やかに変更後の事項

を記載した労働条件等報告書を区長に提出するものとする。 

（身分証明書） 

第六条 条例第十三条第二項の証明書は、身分証明書（別記第二号様式）とする。 

（公表） 

第七条 条例第十六条第一項の規定による公表は、次に掲げる事項を区のホームページへ掲載する

等の方法により行うものとする。 

一 特定公契約の件名及び特定公契約を締結した日（指定管理協定にあっては、当該指定管理協

定に係る公の施設の名称及び指定管理者の指定の日） 

二 特定受注者又は特定受注関係者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、

主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

三 特定公契約を解除した場合にあっては、その日（指定管理協定にあっては、当該指定管理協
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定に係る指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停

止を命じた日）及びその理由 

四 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

（審議会の庶務） 

第八条 審議会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。 

（委任） 

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。 

付 則 

この規則は、令和五年七月一日から施行する。ただし、第四条及び第八条の規定は、令和四年七

月一日から施行する。 
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第１号様式（第５条関係） 
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第２号様式（第６条関係） 

 


